
令和８年度新庄市試作品開発支援事業費補助金  公募要項 

 

本市の中小企業者が、試作品の開発を行うために、必要な経費の一

部について補助金を交付します。  

 

【補助対象者】  

次のいずれにもあてはまる事業者が対象です。  

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行  

う事業者でない者  

(2) 新庄市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員  

と密接な関係を有する者でない者  

(3) 日本標準産業分類における製造業に分類される事業を営む者  

(4) 本補助金の交付を過去に受けていない者。ただし、過去に補助を受けた  

事業とは異なる事業を実施する場合を除く。  

(5) 市税を滞納していない者  

 

【補助対象事業】  

試作品を開発する事業  

 

【補助率・補助金額・補助対象経費】  

 (1)補助率   補助対象経費の２分の１以内  

 (2)補助金額  ５０万円以内  

 (3)補助対象経費  

①原材料費及び副資材費  

②委託費及び外注加工費  

③技術指導等の講師に係る謝金、交通費及び宿泊費  

④性能検査費  

⑤市場調査費  

⑥知的財産等関連経費  

※補助対象経費の全てが②，⑤となる事業は対象となりません。  

    

【補助事業実施期間】  

交付決定日から令和９年２月末日まで  

  



【申請方法】  

 市商工観光課地域産業振興係に、以下の書類を添付して申請下さい。  

(1)補助金交付申請書（様式第１号）  

(2)事業計画書（様式第２号）   

(3)事業収支予算書（様式第３号）   

(4)主な事業内容、社歴等の概要を説明する資料   

(5)前年度の決算書の写し  

(6)その他必要書類  

※様式等は市公式ウェブサイトに掲載しておりますので、ご活用下さい。  

 

【募集スケジュール】  

応募受付  ４月２０日（月）～６月２６日（金）  

審査会※１  ７月上旬（詳細は申請者に通知します。）  

交付決定通知※2 ７月中旬（審査会後）  

実績報告書提出期限  補助事業完了から３０日を経過した日、または令和

９年２月末日のいずれか早い日まで  

補助金の交付手続  補助事業完了後、申請企業を訪問して受理した実績

報告書をもとに実績確認を行い、事業完了と認めら

れた場合に補助金を交付します。  

 

※１  新規性・先進性、実現可能性、投資効果、事業に対しての取り組み姿勢

等を総合的に判断し、採択決定します。  

※2 審査結果（不採択理由等）に関する問い合わせには、お答えいたしかね

ますのでご了承ください。  

 

 

 

申請先・問い合わせ先             

新庄市商工観光課  地域産業振興係       

電話：２９－５８４７（直通）         

E-Mail：sangyou@city.shinjo.yamagata.jp 

 


